
平成31年3月12日

島根県雲南市
（政策企画部地域振興課）

小規模多機能自治による
住民主体のまちづくり
～雲南市の地域自主組織～

• 平成16年11月1日、６町村で合併し、「雲南市」誕生。

■ 面積 ５５３．２ｋ㎡ （東京２３区の約９割）
■ 人口 ３９，０３２人 （平成２７年国勢調査）
■ 高齢化率 ３６.５％ （平成２７年国勢調査）

雲南市の概要
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出雲市●

島根県

●松江市

島根県

中山間地域で、

全域が過疎指定
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⇒■ふるさとの５つの恵みを大切にした多様な豊かさ

⇒■ふるさとを知り、磨き高め、誇りに思える暮らし

■地域メッセージを明確にし、発信

⇒■地域の存在意義

■地域の誇り

■地域の個性・価値の発揮

人の幸

歴史の幸自然の幸

食の幸

雲南ブランドの確立

■理念＝まちづくりの基本理念 「生命と神話が息づく 新しい日本のふるさとづくり」

■対象＝ 雲南市（雲南市をまるごとブランド化）

雲南ブランド化プロジェクト

雲南の幸

日本の豊かさ
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●協（総）働の仕組み
…市民一人ひとりの力を発揮する仕組み
…自治の原点を取り戻す仕組み
…参加だけでなく、参画につながる仕組み

●自治体内分権の仕組み（全域対象）
●人口減・少子高齢化にも対応する仕組み

小規模多機能自治の仕組み
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小規模ながらも、

様々な機能をもった、

住民自治の仕組み

＝概ね（小）学校区域

＝分野横断し、統合

＝住民の参画・協働

特
徴



小規模多機能自治組織の性格

●地域内のことを「自ら考え、決定し、実行」する組織。

…実行するのは、組織本体の場合もあれば、

組織内の構成団体の場合もある。

●その結果、地域主体で公共の福祉を担っており、

行政とも協働し、住みよい地域の形成を図っている。
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地域の自治 地域の運営＆
（自ら考え、決定） （実践・実行）

＜概ね小学校区の範域＞

全国的な導入拡大の背景

■合併による広域化と行政の限界

→地域）行政が遠くなった…

行政）一律公平な行政運営だけでは限界

→多様な主体によるまちづくりが必要

⇒全域での地域の主体性発揮へ

■人口減少と高齢化

→人と人との絆は加速度的に減少

→負のスパイラルへ

⇒絆の再構築が必要
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全国の自治体等

課題への対応策

・取り組んでいる
・これから…
・関心がある

小規模多機能自治推進ネットワーク会議

様々な推進上
の課題

・税制面
・財政面
・規制面
・法人制度等

・組織づくり策
・拠点づくり策
・人材確保策
・人材育成策
・条例整備策等

内
的
要
因

外
的
要
因

状況・
課題

の共有

推進

全国的にネットワーク化
（情報共有・連携）

ＭＬ情報交換
ブロック会議

４７都道府県内
の２９３会員

（H31.2.8現在）

H27.2.17
142会員で発足

うち自治体会員２４８
（１県１９９市４８町村）

※参考
・政令指定都市 ６市
・中核市 １７市
・県庁所在地 １７市

6

7

一般的な
進化の過程
【地域版（例）】

①きっかけ（現状と将来）

②準備体制・事務局体制

③組織編制、名称、会則など

④役員等選考、計画・予算など

時期

進
度

⑤設立総会

⑥計画づくり

⑦地域運営⑦地域運営

⑧地域経営体へ⑧地域経営体へ

形成
段階

対等性 新しい公共

地域の主体性

活動の活発化

確立
段階

成熟
段階

…人口の将来見通し、範域設定など

→

…準備委員会など

…組織や行事の棚卸しなど

…事務局機能、拠点確保なども

…アンケート調査、話し合いなど

…複合展開など

…自律展開

…連合協議体など
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一般的な
進化の過程
【行政版】

①「協働」姿勢を打出す

②計画・要綱・指針等を定める

③組織化（準備）

④組織化（徐々に結成）

時期

進
度

⑤組織化（全域化）

⑥拠点施設
の確保・整備

⑦事務局体制
（人的配置）

⑦事務局体制
（人的配置）

⑧地域代表的性格⑧地域代表的性格

形成
段階

対等性

←人的支援
←組織化資金（補助金等）

←人的支援
←組織運営資金
←組織活動資金（補助金等）

←人的支援
←指定管理料
←組織運営・活動資金

（交付金等）

新しい公共

地域の主体性

活動の活発化

←分野別円卓会議
←取組発表会
←研修・情報提供

確立
段階

成熟
段階

…条例等

→

…協定等

…施策化・シナリオ化等

基盤となる「協働」

雲南市まちづくり基本条例（平成20年11月1日施行）より

（前文抜粋）

～中略～

「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです。

ここに、市民、議会及び行政がともにこの理念を共有し、協働のまちづくりをすすめるた
め、雲南市まちづくり基本条例を制定します。」

（目的）

第１条 この条例は、雲南市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その
基本となる事項を定め、協働のまちづくりをすすめることを目的とします。

→ 雲南市のまちづくりの基本 ＝ 「協働のまちづくり」

そのためには ⇒ 市民が主体的に関わることが必要。
市民が主体的に関わる ＝ 「住民自治」

～雲南市の場合～
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「協働のまちづくり」をまちづくりの
基本に据えている点が重要！

ここからどのようにして
「協働」の仕組みを整えるか…
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組織設立のきっかけ＜市町村合併時の場合＞

コミュニティ･住民自治プロジェクト報告書
新市建設計画

雲南市発足

地域自主組織
設立

H17
～H19

H16.11

H19 総合計画策定

H20 まちづくり基本条例施行

H15

H16

地域自主組織を位置付け

◆ 集落機能を補完する新たな自治組織の確立

◆ 地域の主体性に基づく組織化が進むような環境づくり

～雲南市の例～

市民力を地縁単位で結集
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地域の経営体
（住民自治のプラットホーム）

住 民 ・ 各種団体

会長

副会長

事務局
監査

機関
理事会等

○
○
部
会

小規模多機能自治 組織

○
○
部
会

○
○
部
会

○
○
部
会

目的型組織

地縁型組織

自治会 町内会

ＰＴＡ

属性型組織

女性グループ

高齢者の会

消防団

営農組織

文化サークル

概ね小学校区域で
あらゆる団体が結集

地域の総力を結集し、
地域課題を自ら解決！

“１世帯１票制”
ではなく

“１人１票制”
～考え方～



（雲南市）地域自主組織一覧
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・Ｈ１９年度に市内全域で結成完了

・住民発意により発足

■地域自主組織数＝３０組織

■拠点数＝３０交流センター

※H19.9.30

市内最後の地域自主組織が発足。

（当時４４組織目）

※H22.4.1、掛合地区で３つのコミュ

ニティが１つに統合。

（市全域で４２組織に）

※民谷分校の閉校を契機に、

H26.1.21、民谷地区振興協議会

が吉田地区から分離独立。

（当時４３組織目）

※加茂町では14組織を一本化し、

H27.3.8、加茂まちづくり協議会が

発足。（市全域で３０組織に）
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（雲南市）
地域自主組織

■人口規模
２００人弱～６０００人程度
（平均約１３５０人）

■世帯数
６０弱～１９００世帯程度
（平均約４４０世帯）

■面積規模
０.８５～７３km2程度
（平均約１８.４５km2）

■人口密度
１０～９２５人/km2程度
（平均１９３人/km2）

加 茂 地 区



【まとめ】

・どっちが大事か、ということではなく、どちらも大事。

・基本的に、自治会等はその区域内、小規模多機能自治組織はそ
の区域内での活動が基本となり、一般的優先度は補完性の原則
による。

小規模多機能自治組織と自治会等の違い
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小規模多機能自治組織 自治会・町内会・区

・より広域的な区域

・一人一人が中心（総合力）

・行事よりも活動が多い
（課題解決志向）

・スケールメリットを発揮できる

・常勤スタッフ体制がある

・自治会等の区域

・世帯主が中心

・活動よりも慣習的行事が多い

・より身近なので、まとまりやすい

・常勤スタッフ体制はない
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補完性の原則に基づく優先度

自助 公助

重層的重層的



幅広い市民活動の拠点
地域自主組織

の活動拠点

企画・
指導・
支援

雲

南

市

（
所
管

市
長
部
局
）

・
指
定
管
理
料

・地
域
づ
く
り

活
動
交
付
金

地

域
自
主
組
織

地域づくり担当職員による支援

・
常
勤
２
名
＋
非
常
勤
数
名
（
標
準
）

★
全
て
地
域
自
主
組
織
で
雇
用

交
流
セ
ン
タ
ー

H22年度～
↓

一
体
化

移

行 ↓
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H25年度～
●地域福祉も一体化

●地域雇用へ移行

公
民
館

自
主
事
業

市
の
事
業

館
長
（
市
が
任
命
）

主
事（

協
議
会
が
任
命
）

公民館

雲

南

市

（
所
管

教
育
委
員
会
）

活動
補助金

利用

参加

参加

地

域

住

民

企画・
指導・
支援

生涯学習

活動拠点の整備（雲南市の場合）

人
材
確
保

観
光
・
交
流

地
域
交
通

防
災
・防
犯

介
護
予
防

健
康
づ
く
り

施
設
管
理

農
林
業

子
育
て

人
材
育
成

除
雪

買
い
物
支
援

各
種
サ
ー
ビ
ス

地
域
課
題
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安心安全

組織＆拠点施設＆常設事務局
～雲南市の場合～

持続可能性の確保

伝
統
文
化
継
承

歴史・文化

地
域
史
学
習

住 民 ・ 各種団体

会長

副会長

常設
事務局

監査

機関
理事会等

○
○
部
会

～概ね小学校区～

○
○
部
会

○
○
部
会

○
○
部
会

市内全域に３０組織

１地域あたり
２００人弱
～６０００人程度

（平均約１３５０人）

地域課題を、住民自らが、事業化して解決！

「交流センター」３０か所

・公民館を転換（H22）

・組織の活動拠点



（事例）安心生活見守り事業
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「まめなか君の水道検針」 「守る君のまかせて支援事業」

市水道局との委託契約で

検針機会を利用し、

毎月、全世帯を訪問、声かけ。

２４時間体制で

要援護者の見守りと

ＳＯＳを受信

【躍動と安らぎの里づくり鍋山】

（事例）買い物支援・地域内交通
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・地区内唯一の小売店の撤退を受け、
交流センター内に、「店舗」開設。

・全日本食品㈱と連携し、豊富な品揃え。

・拠点を活かし、地域自主組織が運営

・サロン機能もあり、買い物客は無料送
迎

波多交流センター

【波多コミュニティ協議会】



小規模
多機能

自治組織
小規模
多機能

自治組織
小規模
多機能

自治組織

小規模
多機能

自治組織

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

行政
パートナー
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意識改革
（住民はまちづくりのパートナー）

○住民自治の中核＝小規模多機能自治組織

市民と行政が垂直的関係から水平関係に
（統治的） （協働）

まちづくりの基本理念（まち全体の共通目標）

協働のまちづくり

○NPO法人・まちづくりG＝自治を補完

住民自治の進展による自治力の向上

■“我がまち”の意識から、“我が地域”の意識へ
（団体自治への依存） （地域自治前提の団体自治）

■団体自治中心の自治から、相互補完型の自治へ

■“我がまち”の意識から、“我が地域”の意識へ
（団体自治への依存） （地域自治前提の団体自治）

■団体自治中心の自治から、相互補完型の自治へ

住民
による

自治

住民
による

自治

団体
自治
団体
自治

団体
自治
団体
自治

地域
自治
地域
自治

自治力
ＵＰ

自治力
ＵＰ
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ダイヤモンドの原石

“輝く地域” が “まち全体の輝きに”！
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光り輝くダイヤモンドに！
（まち全体の輝き）

それぞれの地域が輝き…
（特色ある地域の集合体）

（雲南市ブランドメッセージ）


